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1 R6.9.18 R6.10.1
以下の都立高校の令和６年度（2024年度）年間行事予定表
上野、工芸、日比谷、新宿、南多摩中等教育学校（後期課程）、八王子拓真、
八王子桑志、富士森

本件請求に係る各校の令和６年度（2024年度）年間行事予定表は、「学校要
覧」に掲載されている。これらは都民情報ルーム及び東京都立中央図書館にお
いて閲覧可能な情報であり、東京都情報公開条例第１８条第２項「都の図書館
等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、若しくは貸し出すことを目的とする施
設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、若しくは貸し出
すことができるとされているもの又はインターネットの利用その他実施機関の
定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載され
た公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。」に該当するた
め

教育庁総務部総
務課

2 R6.8.9 R6.10.3
・令和５年度出身中学校別合格者数一覧
・令和６年度学校推薦型選抜（指定校制）一覧

2 1
都立日比谷高等
学校

3 R6.8.9 R6.10.3 令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立日比谷高等
学校

4 R6.8.9 R6.10.3
・令和５年度入学者選抜（推薦・一次）中学校別合格者数
・令和7年度入試　学校推薦型選抜（指定校制）募集大学

3 1 都立西高等学校

5 R6.8.9 R6.10.3 令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧（都立西高等学校分） 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。 都立西高等学校

6 R6.8.9 R6.10.3
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧 1 1

都立国立高等学
校

7 R6.8.9 R6.10.3 保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧（都立国立高等学校分） 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立国立高等学
校

8 R6.8.9 R6.10.3
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

3 1
都立立川高等学
校

9 R6.8.9 R6.10.3 保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧（令和７年度入試用） 1 1
都立新宿高等学
校

10 R6.8.9 R6.10.3
・ 令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧
・ 令和５年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。

都立新宿高等学
校

11 R6.8.9 R6.10.3
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧

8 1
都立駒場高等学
校

12 R6.8.9 R6.10.3 保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧（都立駒場高等学校分） 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立駒場高等学
校

13 R6.8.9 R6.10.3
・生徒の状況（１）出身中学校
・2025年度入試　指定校推薦入試一覧（A）
・2025年度入試　指定校推薦入試一覧（B）

12 1
都立竹早高等学
校

決定区分 （根拠規定）条例７条
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14 R6.8.9 R6.10.3
・令和６年度出身中学校別生徒数
・令和５年度出身中学校別生徒数
・指定校推薦のある主な大学一覧

9 1
都立小松川高等
学校

15 R6.8.9 R6.10.3 2025年選抜　指定校推薦一覧 1 1
都立北園高等学
校

16 R6.8.9 R6.10.3
・ 令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧
・ 令和５年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立北園高等学
校

17 R6.8.9 R6.10.3
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

13 1
都立多摩科学技
術高等学校

18 R6.8.9 R6.10.4
・７９期生　出身中学校一覧
・７８期生　出身中学校一覧
・2025指定校

15 1
都立戸山高等学
校

19 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・最新の保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

10 1
都立八王子東高
等学校

20 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

3 1
都立町田高等学
校

21 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

7 1
都立小山台高等
学校

22 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧

2 1
都立国分寺高等
学校

23 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧 1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。

都立国分寺高等
学校

24 R6.8.9 R6.10.4 保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧（都立国際高等学校分） 18 1
都立国際高等学
校

25 R6.8.9 R6.10.4
・令和６年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別合格者数又は入学者数一覧

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
都立国際高等学
校

26 R6.8.9 R6.10.7
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

12 1
都立青山高等学
校
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決定区分 （根拠規定）条例７条

27 R6.8.9 R6.10.8
・令和６年度出身中学校別入学者数一覧
・令和５年度出身中学校別入学者数一覧
・保有大学指定校推薦枠の数と大学学部名一覧

12 1
都立三田高等学
校

28 R6.9.30 R6.10.10

令和６年３月２８日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和５年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２１校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

10 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

29 R6.9.30 R6.10.10

令和５年３月２３日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和４年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

15 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

30 R6.9.30 R6.10.10

令和４年３月２４日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和３年１２月３１日
現在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、
義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５
７５校

14 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

31 R6.8.13 R6.10.11
・令和６年度　校長、副校長名簿（都立学校）
・令和６年度　校長、副校長名簿（中学校、義務教育学校） 192 1 1

・「職員番号」、「生年月日」、「年齢」、「出身高（卒業年・月）」、「出
身大（卒業年・月）」、「出身大院（卒業年・月）」、「専門教科」、「教職
経験年数」、「都内公立教職経験年数」、「現任校勤務年数」、「校長・副校
長経験年数」、「校長選考区分」、「教育管理職選考区分」、「職歴（年
数）」、「現住所」、「利用路線」、「最寄り駅」及び「写真」、は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合するこ
とにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）であ
るため。
・「統括・再任用」、「兼務・異種」、「性別」、「年齢」、「職員番号」、
「専門教科」、「教職経験年数」、「都内経験年数」、「現任校経験年数」、
「現職層経験年数（行政経験年数）」、「職歴（年数）」、「最寄駅」、「在
住地区」、「副校長の性別」、「副校長の年齢」は、個人に関する情報で特定
の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。）であるため。

教育庁人事部職
員課
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32 R6.8.19 R6.10.18

・処分説明書①
・●●●校長●●●の服務事故について
・●●●校長●●●の服務事故に関する事情聴取書
・処分説明書②
・●●●教諭●●●の服務事故について
・●●●教諭●●●の服務事故に関する事情聴取書

27 1 1 1

・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるも
のを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、開示することによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
（東京都情報公開条例第７条第２号）
・服務事故に係る詳細な状況等が公にされることとなると、区市町村教育委員
会及び当事者の所属校（以下「区市町村教育委員会等」という。）への問合
せ・苦情等が生じ、その対応のために区市町村教育委員会等の業務に支障を及
ぼすおそれがあるとともに、東京都教育委員会と区市町村教育委員会等との信
頼関係が損なわれ、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため
（東京都情報公開条例第７条第６号）
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であり、開示さ
れることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じる
おそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第６号）

教育庁人事部職
員課

33 R6.8.19 R6.10.18

・校長を停職１か月　東京都教委
（●年●月●日配信）
・男性教諭　減給10分の１（１か月）
それぞれの
事案後の学校・都教委の再発防止にむけたとりくみ

1 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部総
務課

34 R6.10.10 R6.10.18
令和６年度職場体験を通した企業人とのコミュニケーション講座運営業務委託
仕様書 53 1

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

35 R6.10.1 R6.10.21

今年度末で「雇い止め」になると報じられているスクールカウンセラー（会計
年度任用職員）250人（不正確であれば訂正ください）が勤めている中学校名と
人数。
くわえて250人の性別と勤務年数。

1 当該文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
教育庁指導部管
理課

36 R6.10.10 R6.10.24

・教育委員が７月25日の定例会で中学歴史・公民・道徳教科書を選定・採択す
る前に「打ち合わせは行っていない」と「第●●号」の不開示決定通知書で明
言し、同じ発番の開示請求却下通知書で「委員には調査研究資料、採択資料の
みを示した」とある。
ならば委員は中学歴史・公民・道徳教科書を閲覧するために、新教科書を持っ
ている都教委に来なければ見られないので、見に来る日を決めた文書と、来る
ための旅費請求書（タクシーやハイヤーの場合も含め、その月の請求書と領収
書）の開示を求める。
・７月25日（木）の中学教科書投票結果（●●、●●などの都立中）のうち、
公民分野の「●●４：●●１」の個々の教育委員の投票した氏名の分かるもの
特支のうち公民の聴覚障害、肢体不自由・病弱についても、個々の教育委員の
投票した氏名の分かるもの

1

・教科書見本本については各教育委員へ郵送していることから、請求に係る文
書は作成しておらず存在しないため。
・投票は無記名で行っていることから、請求に係る文書は作成しておらず存在
しないため。

教育庁指導部管
理課
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37 R6.8.28 R6.10.25

・公私連絡協議会開催通知（令和３年度から令和５年度）
・公私連絡協議会資料（令和３年度から令和５年度）
・公私連絡協議会議事録（令和３年度から令和５年度）
・公私連絡協議会専門委員会開催通知（令和３年度から令和６年度第２回）
・公私連絡協議会専門委員会資料（令和３年度から令和６年度第２回）
・公私連絡協議会専門委員会議事要旨（令和３年度から令和６年度第１回）
・都立高等学校等第一学年生徒募集人員（平成７年度から平成３０年度）

698 1
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

38 R6.8.28 R6.10.25

・都立高等学校等第一学年生徒募集人員（平成２年度から平成６年度）
・公私連絡協議会開催通知（令和６年度）
・公私連絡協議会資料（令和６年度）
・公私連絡協議会議事録（令和６年度）
・公私連絡協議会専門委員会開催通知（令和６年度第３回以降）
・公私連絡協議会専門委員会資料（令和６年度第３回以降）
・公私連絡協議会専門委員会議事要旨（令和６年度第２回以降）

1

・都立高等学校等第一学年生徒募集人員（平成２年度から平成６年度）は保存
期間を満了し、既に廃棄しているため
・令和６年度公私連絡協議会は請求時点では未開催であるため
・令和６年度公私連絡協議会専門委員会第３回以降は請求時点では未開催であ
るため
・令和６年度公私連絡協議会専門委員会第２回議事要旨は請求時点では確定し
ていないため

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

39 R6.8.28 R6.10.25 都立高等学校等第一学年生徒募集人員（平成３１年度から令和６年度）

本件請求に係る情報のうち「都立高等学校等第一学年生徒募集人員（平成３１
年度から令和６年度）」は、東京都教育委員会及び東京都のホームページにお
いて閲覧可能な情報であり、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項「イ
ンターネットの利用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を
行っている情報と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開
示をしないものとする。」に該当するため

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

40 R6.8.28 R6.10.25 合否判定会議資料 1 1 1

・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含
む）であるため（東京都情報公開条例第７条第２号に該当）。
・都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示するこ
とにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情
報公開条例第７条第６号に該当）。

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

41 R6.8.28 R6.10.25
平成２年度東京都立高等学校入学者選抜から平成29年度東京都立高等学校入学
者選抜までの男女別応募倍率

1 対象文書の保存期間が過ぎており、存在しないため。
教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

42 R6.8.28 R6.10.25

・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）
・令和３年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）
・令和２年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）
・平成31年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）
・平成30年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況（最終応募状況）

本件請求に係る情報のうち平成30年度から令和５年度までの東京都立高等学校
入学者選抜における男女別応募倍率は、東京都のホームページ等において閲覧
可能な情報であり、これらは東京都情報公開条例第１８条第２項「インター
ネットの利用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行ってい
る情報と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開示をしな
いものとする。」に該当するため

教育庁都立学校
教育部高等学校
教育課

43 R6.8.30 R6.10.29
・区市町村教育員会対象説明会記録
・中学校対象説明会質問 66 1

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

44 R6.8.30 R6.10.29

・区市町村教育委員会対象説明会の開催について(依頼)
・区市町村教育委員会対象説明会の録画配信と説明会資料の送付について
・中学校対象説明会の開催について(依頼)
・中学校対象説明会の録画動画の配信について

50 1 1 1

【職員個人のメールアドレス】
・公にすることにより業務に関係のない連絡が来るなど、事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあるため
【動画配信のURL】
・公にすることにより業務に関係のないアクセスが増えるなど、事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
【動画配信及び視聴確認のURL】
・公にすることにより業務に関係のないアクセスが増えるなど、事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）
【説明会次第の事業者担当者氏名】
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することできることとなるものを含
む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるもののため（東京都情報公開条例第７
条第２号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

45 R6.9.1 R6.10.31 令和５年度年次報告書（●●） 49 1
教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課
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46 R6.9.1 R6.10.31
・令和６年度実施協定（●●）
・令和５年度最終報告書(●●)

80 1 1 1 1 1

【１・２ページ及び実施計画31・32ページの業者の印影及びサイン】
・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあ
るため（東京都情報公開条例第７条第４号）
【実施計画５・６ページの運営体制の一部（協力会社名）】
・当該情報は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報で
あるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
【実施計画９ページのデータの取扱い範囲の一部（協力会社名）】
・当該情報は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報で
あるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
【実施計画14ページの複数の問題セット間の難易度調整】
・当該情報は、問題の作成過程に関する情報であって、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号）
【実施計画15ページの実施方式の一部】
・当該情報は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報で
あるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
【実施計画19ページのロジスティックの一部】
・当該情報は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報で
あるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
【実施計画23・24ページのロジスティック】
・当該情報は、試験の運営に係る情報であり、試験の制度設計に関する情報で
あるため、公にすることにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該
事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）

教育庁グローバ
ル人材育成部国
際教育企画課

47 R2.3.5 R6.10.31
・CEART第13回会合報告書（英語版）
・ILO総会におけるCAS（基準適用委員会）（令和元年６月）での日本政府発言
要旨（日本語版）

49 1
教育庁人事部職
員課


